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第３０章 その他のアーチェリーラウンド 
 

第４０１条（アウトドアラウンド） 

１ １４４０ラウンドは、次の各距離から、この順序に従ってそれぞれ３６射する。 

・キャデット女子 マスター女子  ：６０ｍ ５０ｍ ４０ｍ ３０ｍ 

・キャデット男子 ジュニア女子 一般女子 マスター男子  

                  ：７０ｍ ６０ｍ ５０ｍ ３０ｍ 

 ・ジュニア男子 一般男子     ：９０ｍ ７０ｍ ５０ｍ ３０ｍ 

  この距離は逆の順番で行射することもできる（短い距離から長い距離へ）。 

  ９０ｍ、７０ｍ、６０ｍ（キャデットおよびマスター女子は５０ｍ）の距離で

は１２２ｃｍ標的面を使用し、５０ｍ(キャデットおよびマスター女子以外)、

４０ｍおよび３０ｍの距離では８０ｃｍ標的面を使用する。５０ｍ、４０ｍ、

３０ｍの距離では８０ｃｍ６リング標的面を使用することができる。 

２ ダブル１４４０ラウンドは、前項の１４４０ラウンドを２回、連続して行う。 

３ ９００ラウンドは、６０、５０、４０ｍの各距離で１２２ｃｍ標的面を使用し、

各３０射する。 

４ ダブル７０ｍラウンド（リカーブ）は、７０ｍラウンドを２回、連続して行う。 

５ ダブル５０ｍラウンド（コンパウンド）は、５０ｍラウンドを２回、連続して

行う。 

６ ダブル６０ｍラウンド（リカーブ：キャデットおよびマスター）は、６０ｍラ

ウンドを２回、連続して行う。 

７ ベアボウダブル５０ｍラウンドは、ベアボウ５０ｍラウンドを２回、連続して

行う。 

 

第４０２条（インドアラウンド） 

１ ２５ｍラウンドは、６０ｃｍ標的面または６０ｃｍ三つ目標的面を使用し、６

０射する。 

２ 複合ラウンドは、１８ｍラウンドと２５ｍラウンドを１日または２日間で、い

ずれかのラウンドから開始して連続して行う。 

 

第４０３条（スタンダードラウンド） 

１ ＷＡ憲章および競技規則４８．１．１０「Standard Round」参照のこと。 
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第４０４条（デュアルマッチラウンド） 

１ ＷＡ憲章および競技規則４８．１．１１「The Duel Ｍatch Round」参照

のこと。 

 

第４０５条（クラブラウンド） 

１ ＷＡ憲章および競技規則４８．１．１２「Club Rounds」参照のこと。 

 

第４０６条（フィールドラウンド） 

１ アローヘッドラウンドは、２４または４８個の標的を使用する２回の完全な

フィールドラウンドである。標的までの距離は、第１２６条１項（９）および

（10）に従って設置する。ラウンドはマーク、アンマーク、またはマークおよ

びアンマークの任意の組み合せで使用できる。 

 

第４０７条（フォレストラウンド） 

１ ＷＡ憲章および競技規則４８．２．１「The Forest Round」参照のこと。 

 

第４０８条（クラウトアーチェリー） 

１ ＷＡ憲章および競技規則４８．３「The Clout Round」参照のこと。 

 

第４０９条（フライトアーチェリー） 

１ ＷＡ憲章および競技規則４８．４「Flight Shooting」参照のこと。 

 

 

第３１章 ランアーチェリー 
 

第４１０条（ランアーチェリー） 

１ ランアーチェリーは、クロスカントリーランニングとアーチェリーとの複合競

技である。詳細はＷＡ憲章および競技規則４９．１～３「Run Archery」およ

び付則を参照のこと。 

 

第３２章 スキーアーチェリー 
 

第４１１条（スキーアーチェリー） 

１ スキーアーチェリーは、クロスカントリースキーとアーチェリーとの複合競

技である。詳細はＷＡ憲章および競技規則５０．１～３「Ski-Archery」お

よび付則を参照のこと。 
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第５部  付  則 

 

第３３章 付  則 
 

第５０１条（改正） 

 本競技規則の改正は、理事会において３分の２以上の同意を必要とする。 

 

第５０２条（細則） 

 本競技規則に関する細則は、別に定めることができる。 

 

第５０３条（施行） 

 本競技規則は、昭和４４年 ４月 １日から施行する。 

 

 

昭和４４年 ４月 １日  制定施行 

                 （中 略） 

平成 ８年１０月 １日  改訂増補 

平成１０年 ７月 １日  改訂増補 

平成１２年 ６月１８日  改訂増補 

平成１４年 ７月 １日  改訂増補 

平成１６年 ７月 １日  改訂増補 

平成１８年 ８月 １日  改訂増補 

平成２０年１０月 １日  改訂増補 

平成２２年１０月 １日  改訂増補 

平成２４年１０月 １日  改訂増補 

平成２６年１０月 １日  改訂増補 

平成２８年１０月 １日  改訂増補 

平成３０年１０月 １日  改訂増補 

令和 ２年１０月 １日  改訂増補 

令和 ４年 ４月 １日  改訂増補 

令和 ６年 ４月 １日  改訂増補 

２０２６年 ４月 １日  改訂増補 
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